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三
月
定
例
会
は
、
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
月
十
日
ま
で
十
八
日
間
の
会
期
で
開

か
れ
ま
し
た
。
初
日
に
は
平
成
十
八
年
度
の
町
長
施
政
方
針
と
教
育
行
政
に
関
す

る
所
信
が
示
さ
れ
、
一
般
質
問
（
十
二
�
〜
二
十
三
�
に
掲
載
）
に
は
十
三
人
が

登
壇
し
、
産
業
振
興
策
や
教
育
行
政
な
ど
幅
広
く
町
政
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

町
か
ら
は
、
町
税
条
例
や
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正
案
、
カ
キ
殻
等
貝
殻
廃
棄

物
の
処
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
な
ど
条
例
十
七
件
、
補
正
予
算
七
件
、
そ
れ
に

新
年
度
予
算
九
件
な
ど
を
含
む
三
十
六
件
が
提
案
。
総
額
百
二
十
八
億
円
を
超
え

る
新
年
度
予
算
は
四
日
間
の
予
算
特
別
委
員
会
で
の
審
議
の
結
果
、
す
べ
て
原
案

ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
最
終
日
に
は
追
加
提
案
さ
れ
た
議
員
発
議
の
意
見
書

な
ど
を
可
決
し
、
十
八
日
間
の
会
期
を
閉
じ
ま
し
た
。

三
月
定
例
会
初
日
の
二
月
二

十
一
日
、
平
成
十
八
年
度
の
町

長
施
政
方
針
と
教
育
行
政
に
関

す
る
所
信
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

施
政
方
針
の
中
で
沼
崎
町
長

は
「
第
八
次
山
田
町
総
合
発
展

計
画
の
初
年
度
に
当
た
り
、
目

標
達
成
に
向
け
確
実
な
第
一
歩

を
踏
み
出
す
年
で
あ
る
。
地
方

自
治
を
取
り
巻
く
環
境
は
依
然

と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
が
、

今
後
も
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
維

持
・
向
上
さ
せ
て
い
く
た
め
、
コ

ス
ト
縮
減
や
効
率
化
を
図
る
行

財
政
改
革
を
持
続
的
に
進
め
、

分
か
り
や
す
い
行
財
政
運
営
を

目
指
し
て
い
く
。
そ
れ
に
は
町

民
と
行
政
が
役
割
と
責
任
を
分

担
し
つ
つ
協
調
し
合
い
、
お
互

い
が
主
体
性
を
持
っ
た
、
協
働

で
き
る
ま
ち
づ
く
り
が
必
要
で

あ
り
、
そ
れ
を
推
進
す
る
た
め

全
力
を
傾
け
る
覚
悟
で
あ
る
。

先
行
き
不
透
明
な
、
地
方
自

治
体
を
め
ぐ
る
厳
し
い
環
境
は

依
然
と
し
て
好
転
の
兆
し
は
見

え
な
い
。
し
か
し
、
住
民
に
最

も
身
近
な
自
治
体
で
あ
る
町
が
、

地
域
住
民
自
ら
の
意
思
に
基
づ

き
、
そ
の
責
任
で
地
域
の
課
題

を
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
地
方

町民と行政が役割と責任を分担し、協働できる
まちづくりを目指し、新年度がスタートします
（昨年の山田北小学校の運動会から）

役
割
と
責
任
の
分
担
で
協
働
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

役
割
と
責
任
の
分
担
で
協
働
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
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分
権
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
自
信
と
誇
り
を

持
っ
て
日
本
の
文
化
の
原
点
、

食
の
源
で
あ
る
郷
土
を
守
り
発

展
さ
せ
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
も

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
努
力
し

て
い
く
」
と
協
働
で
き
る
新
し

い
町
づ
く
り
の
た
め
、
町
政
を

推
進
す
る
こ
と
を
表
明
し
ま
し

た
。こ

れ
に
対
し
、
議
員
十
三
人

が
一
般
質
問
に
立
ち
産
業
振
興

策
や
地
域
づ
く
り
対
策
な
ど
に

つ
い
て
幅
広
く
質
問
。
併
せ
て

教
育
行
政
に
関
す
る
所
信
に
は

議
員
九
人
が
質
問
し
、
教
育
問

題
や
安
全
対
策
な
ど
活
発
な
議

論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

本
年
度
の
一
般
会
計
予
算
は

歳
入
・
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
総
額
六

十
五
億
五
百
五
十
万
円
。
前
年

度
に
対
し
金
額
で
六
億
六
千
九

十
五
万
円
、
率
で
九
・
二
�
の

減
。
五
年
連
続
の
マ
イ
ナ
ス
予

算
と
な
り
ま
し
た
。
町
で
は
、

徹
底
し
た
行
政
改
革
と
身
の
丈

に
あ
っ
た
財
政
運
営
を
進
め
、

財
源
の
効
率
的
運
用
に
よ
り
財

源
不
足
額
の
圧
縮
に
努
め
る
と

し
て
い
ま
す
。
予
算
額
が
六
十

億
円
台
と
な
っ
た
の
は
、
平
成

六
年
度
以
来
の
こ
と
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
を

変
更
す
る
町
税
条
例
の
一
部
改

正
案
が
可
決
さ
れ
、
本
年
度
か

ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
一

人
当
た
り
の
平
均
課
税
額
は
、

医
療
給
付
費
分
が
九
・
七
三
�

引
き
上
げ
ら
れ
六
万
六
千
九
百

三
十
円
（
現
行
六
万
九
百
九
十

三
円
）
に
、
介
護
納
付
金
分
が

六
二
・
一
四
�
引
き
上
げ
ら
れ

二
万
千
三
百
八
十
九
円
（
現
行

一
万
三
千
百
九
十
二
円
）
と
な

り
ま
す
。

当
町
の
国
民
健
康
保
険
事
業

は
、
介
護
納
付
金
や
医
療
給
付

費
の
増
高
、
課
税
対
象
所
得
の

落
ち
込
み
な
ど
に
よ
り
、
実
質

単
年
度
収
支
の
赤
字
が
続
き
、

国
保
財
政
調
整
基
金
を
取
り
崩

し
て
充
て
て
い
ま
す
。
ま
た
、

平
成
十
四
年
の
医
療
制
度
改
革

で
、
老
人
保
険
対
象
年
齢
が
七

十
五
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
前
期

高
齢
者
へ
の
給
付
が
増
大
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
三
歳
未
満

の
乳
幼
児
へ
の
八
割
給
付
な
ど

で
保
険
給
付
費
が
膨
ら
み
収
支

の
悪
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
状
況
を
解
消
す
る
た
め
、

低
所
得
者
へ
の
軽
減
措
置
は
引

き
続
き
維
持
す
る
こ
と
を
前
提

に
、「
応
益
割
」
と
「
応
能
割
」

の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
、
国
保
の

運
営
に
必
要
な
財
源
を
確
保
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

審
議
で
は
、「
国
保
運
営
が

困
難
な
状
況
で
あ
る
こ
と
は
事

実
で
あ
る
が
、
十
八
年
度
の
所

得
が
確
定
し
て
い
な
い
現
在
の

状
況
で
の
算
定
は
疑
問
。
所
得

が
確
定
す
る
六
月
時
点
で
算
定

し
、
町
民
が
納
得
で
き
る
条
件

の
下
で
改
正
す
べ
き
で
あ
る
。

予
想
に
反
し
減
免
措
置
が
受
け

ら
れ
な
く
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
」
と
改
正
に
反

対
す
る
意
見
も
あ
り
ま
し
た

が
、
起
立
採
決
の
結
果
、
賛
成

多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
会
計
当
初
予
算
は
65
億
円

１
人
当
た
り
６
千
円
の
増
額

◆国民健康保険税率の改正の概要

�医療給付費分とは…病院に支払う国保が負担する部分の金額。
�介護納付金分とは…40歳から64歳までの人が納める介護保険への納付金分。
�応能割とは…「所得割」と「資産割」の２種類があります。所得割は、そ
の世帯の所得に応じて計算され、資産割はその世帯の固定資産税額に応じ
て計算されます。
�応益割とは…「均等割」と「平等割」の２種類があります。均等割は、世
帯の加入者数に応じて計算され、平等割は一世帯当たりでいくらと計算さ
れます。

区　　　　分 現　　行 改 正 後 比　　較

医療給
付費分

応能割
所 得 割 6.0％ 8.5％ 2.5％

資 産 割 50.0％ 40.0％ △10.0％

応益割

被保険者
均 等 割 25,000円 24,000円 △1,000円

世 帯 別
平 等 割 28,000円 27,000円 △1,000円

介護納
付金分

応能割 所 得 割 1.0％ 2.0％ 1.0％

応益割 被保険者
均 等 割 8,000円 11,000円 3,000円

444444444444444444444444444444444444

444444444444444444444444444444444444

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

平成18年6月30日に任期満了
となる人権擁護委員の湊多喜郎さ
ん（73）＝北浜町＝を同委員候補
者として再推薦することが決まり
ました。任期は向こう3年間です。

湊さんを人権擁護委員に再推薦

湊　多
た

喜
き

郎
ろう

さん

一
般
会
計
当
初
予
算
は
65
億
円

医
療
給
付
費
分


